
女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画を
策定しましょう！
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2022年（令和４年）４月から一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が、常時
雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主まで拡大されます。

また、2020年（令和２年）４月以降、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主
については、情報公表や一般事業主行動計画の策定の方法が順次変わります。



様式はこれです

注：次世代法に基づく行動計画との一体型もありますが、今回は省きます

パンフレットｐ１３～ｐ１５参照

まずは策定！
届出も忘れないで！











では作成します



期間の定めなし

過去に１年以上の勤務まはた１
年以上勤務が見込まれるもの

行動計画を策定した場合は「策定」
既に策定したものを変更する場合は「変更」

２年～５年間で記載する

２つ以上でもOK！

データベースへの公表を推奨します！

データベースへの公表を推奨します！

各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合



①
赤枠に関連した目標を設定

例：管理職に占める女性労働者の割合を４０％以上にする

労働者数３０１人以上の企業はここも記載する必要があります
②





次の行動計画を添付する
ことでもOKです

のマークについては

パンフレットｐ９～ｐ１０参照



一般事業主行動計画の策定例

常時雇用する労働者数が301人以上の事業主の場合

ｐ８ページの

①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

②職業生と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
の２つを計画に立てる必要があります

９

株式会社Ａ 行動計画

１．計画期間： 2020年４月１日 ～ 2023年３月31日

２．目標と取組内容・実施時期

＜取組内容＞

●2020年 ４月～ 経営層や管理職を対象に、会議にて女性活躍に関する意見交換の実施

●2020年１０月～ 女性管理職に対するヒアリングの実施及びロールモデルとして社員に紹介

●2021年 １月～ 管理職養成のための研修カリキュラム作成及び昇進・昇格の評価基準や運用等の
確認及び見直し

●2021年 ４月～ 管理職候補の女性を対象として研修を２ヶ月に１回実施（2022年９月まで）

●2022年１１月～ 管理職候補の女性社員及びその上司を対象として、今後のキャリアプランに関す
る面談を実施

＜取組内容＞

●2020年 ４月～ 過去３年の平均残業時間を部署ごとに確認

●2020年 ６月～ 全社員を対象に育児・介護関係制度に関する調査の実施

●2020年１０月～ 育児休業及び介護休業からの復職者に対し、上司、人事担当者による面談を年２
回開催

●2021年 ４月～ フレックスタイム制度や時差出勤制度の運用について見直しの開始、社員にアン
ケートを実施

●2021年１０月～ フレックスタイム制や時差出勤制度の問題点を反映させた運用を試行的に開始

女性が管理職として活躍でき、男女ともに長く勤められる職場環境を作るため、
次の行動計画を策定する。

目標１：管理職（課長級以上）に占める女性労働者の割合を30％以上にする。

目標２：男女とも平均勤続年数を９年以上とする。

区分①「職業生活に関する機会の提供」に関する数値目標！

区分②「職業生活と家庭生活の両立」に関する数値目標！
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常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の場合、１つ以上の数値目標を定める必要があ
ります。

〇計画期間 令和２年４月１日 ～ 令和４年３月31日

〇目標

〇取組内容・実施時期

令和２年 ４月～ 事務職から技術職への転換を希望する女性を対象とした職種転換制度の導
入の検討を開始

令和２年 1０月～ 技術職への転換希望調査開始

令和３年 ４月～ 技術職への転換希望者に対する研修開始

令和２年 ４月～ 現在、技術職として働いている女性２名にヒアリングを実施

令和２年 ６月～ 現場長にヒアリング結果等による女性を配属する上での課題について周知

令和３年 １月～ 電動式の〇〇を購入し、女性でも重量物を持ち上げやすいようにする

令和３年 １月～ 時間単位の年次有給休暇を導入

女性の技術職を増やし、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、
次の行動計画を策定する。

株式会社B 行動計画

目標：技術職の女性を２人から５人以上にする。

取組内容：女性社員の事務職から技術職への転換を促す。

取組内容：女性が工場で働きやすいような環境整備を行う

▶▶ 策定例❷



行動計画の内容は、男女雇用機会均等法（均等法）に違反しない内容にしなければなりません。

募集・採用・配置・昇進等において女性労働者を男性労働者に比べて優先的に取り扱う取組について
は、雇用管理区分ごとにみて女性が4割を下回っている場合など、一定の場合以外は、法違反として
禁止されています。

女性が4割を上回っている雇用管理区分において女性の活躍を推進しようとする場合は、男女労働者
をともに対象とした取組とする必要があります。

（S社）・正社員のうち女性が８割以上で、各雇用管理区分ごとでも女性の割合は６割以上。

・女性の管理職割合は約５割（各雇用管理区分ごとでは４～５割）。

＜S社の行動計画の目標＞

管理職に占める女性割合を８割まで引き上げる …A

※目標達成のための取組

女性管理職割合を上げるため、

× 女性のみを対象とした管理職育成研修を実施する …B

○⇒対象者となる男女社員に対して管理職育成研修を実施する

× 昇進基準を満たす労働者の中から、女性を優先的に昇進させる …C

○⇒男女公正な昇進基準となっているかを検証し、必要に応じて基準の見直しを行う

A：均等法違反とはなりません。
正社員数（管理職になりうる労働者数）に占める女性の割合を踏まえ女性管理職が少ないことを課題とし
て捉えて、女性管理職割合の数値目標が設定されており、問題ありません。

B：均等法に違反します。
１つの雇用管理区分における女性労働者の割合が４割を下回っている職務等に従事するために必要な教育

訓練については、その対象を女性のみとしても均等法違反とはなりませんが、S社の場合は既に女性の割

合が４割を超えているため、女性のみを対象とした研修等を実施することは均等法に違反します。

⇒女性のみではなく、対象となる男女社員に対して管理職育成のための研修を行うという取組であれば問題あ

りません。

具体例

C：均等法に違反します。
既に各雇用管理区分において、女性の管理職割合が４割を超えているため、女性を優先的に取扱うことは

均等法に違反します。

⇒女性にとって不利な昇進基準になっていないか、男性が昇進しやすい基準になっていないかどうかを検証

し、男女公正な昇進基準となっていない場合には見直しを行うという取組であれば問題ありません。
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一般事業主行動計画策定にあたっての留意点

行動計画の内容は男女雇用機会均等法に違反していませんか？



▶女性の活躍推進に向けた取組を効果的に行うためには、組織全体の理解の下に進めることが重要で

す。組織のトップ自らが、経営戦略としても女性の活躍が重要であるという問題意識を人事労務担

当部署と共有し、組織全体で女性の活躍を推進していくという考え方を明確にし、組織全体に強い

メッセージを発信するなどにより主導的に取り組んでいくことが重要です。また、男女雇用機会均

等推進者等の専任の担当者を配置するなど、継続的な実務体制を設けることが効果的です。

▶非正社員を含め、幅広い男女労働者の理解と協力を得ながら取り組んでいくことが重要です。この

ため、例えば、男女労働者や労働組合等の参画を得た行動計画策定・推進のための体制（委員会等）

を設けることが効果的です。また､必要に応じて､労働者や労働組合等に対するアンケート調査や意

見交換等を実施するなど、職場の実情の的確な把握に努めていきましょう。

▶派遣労働者については、派遣元事業主が責任を持って、状況把握、課題分析、行動計画の策定等に

取り組む必要があります。

他方、長時間労働の是正や職場風土改革に関する取組は、職場単位で行うことも重要であるため、

派遣先事業主は、派遣労働者も含めた全ての労働者について状況把握、課題分析をして、取組を進め
ていきましょう。

また、長時間労働や職場風土に関する課題については、派遣元事業主は、派遣労働者の派遣先ごと

に状況把握、課題分析を行い、必要な場合には、派遣先の人事労務担当者と話し合う等、取組を推

進するよう働きかけるとともに、必要なフォローアップを行うことが重要です。

▶社内に女性管理職等のロールモデルがまだ育成されていない企業においては、外部から女性管理職等

を登用することも考えられますが、男性労働者と同様に、自社で働く女性労働者を育成、登用してい

くことも重要です。
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行動計画の策定や推進にあたって意識しましょう！

✔ 行動計画を策定・変更したら、電子申請、郵送又は持参により管轄の都道府県労働局（冊子裏
面参照）に届け出ましょう。

一般事業主行動計画を策定した旨の届出

✔ 一般事業主行動計画を策定・変更した旨の届出は、次ページの「一般事業主行動計画策定・変
更届（参考様式） 」を使用してください。なお、省令第１条（34ページ参照）に定める必要事項
が記載されていれば、上記以外の様式による届出であっても有効な届出となります。

✔ 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画と一体的に行動計画を策定した場合の届出について
は、「一般事業主行動計画策定・変更届 次世代法・女性活躍推進法一体型」を使用してください。

✔ 各様式については、厚生労働省ホームページの女性活躍推進法特集ページ(１ページ参照)に掲載
しています。

✔ 「一般事業主行動計画策定・変更届」「一般事業主行動計画策定・変更届 次世代法・女性活躍
推進法一体型」は電子申請システムによる届出も可能です。

電子申請システムには下記のURLからアクセスできます。

https://www.e-gov.go.jp/shinsei/

▶ STEP３

定期的に、数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価しま
しょう。

▶ STEP４ 取組の実施、効果の測定



A社（〇〇業）

1234567890123

〇〇県▲▲市■■１－２－３

厚生労働大臣優良賞

平成××年度

女性の活躍推進企業データベース

行動計画の外部への公表（7ページ）や自社の女性の活躍に関する情報公表（19ページ）をする際は、
厚生労働省が運営するサイト「女性の活躍推進企業データベース」を是非ご活用ください。
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2020年×月×日

（総合職）23%
（一般職）71%

（総合職）男性:30倍、女性:43倍
（一般職）男性:11倍、女性:23倍

（総合職）29％
（一般職）85％

（総合職）男性:23年、女性:17.5年
（一般職）男性:7.2年、女性:8.3年

・2019年に〇〇県の女性活躍・ワークライフバランスリーディ
ングカンパニー企業に認定

2020年■月■日

2020年▲月▲日

学生をはじめとした求職者や
一般の方々にアピールできま
す！

情報公表の項目の他にも、自
社の取組を自由に記載するこ
とができます。

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/URL▶▶

＼ スマホ版 ／

↓情報公表画面のイメージ↓

業種や地域で検索できるため、
先行する他社の取組を検索、閲覧
し、自社の行動計画を策定するヒ
ントとすることもできます。

ここをクリックすると行動計画
が閲覧できます。

業界内や地域内での自社の位置付
けを知ることができます。



６ えるぼし認定について



プラチナえるぼし ・策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目
標を達成したこと。

・男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。（※）
・プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準の全てを満たしている
こと（※）
・女性活躍推進法に基づく情報公表項目（社内制度の概要を除く。）のうち、
８項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。（※）

（※）実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要

えるぼし
（３段階目）

・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準の全てを満たし、その実績を
「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

えるぼし
（２段階目）

・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満
たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から
当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推
進企業データベース」に公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善し
ていること。

えるぼし
（１段階目）

・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満
たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から
当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推
進企業データベース」に公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善し
ていること。

認定取得を目指しましょう

一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良である
事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告等に付すことができ、女性活
躍推進企業であることをPRすることができます。

認定を受けた事業主であることをPRすることにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等に
つながることが期待できます。

「えるぼし」認定は、評価基準を満たす項目数に応じて３段階あります。また、2019年（令和元年）
５月に女性活躍推進法が改正され、「えるぼし」認定を受けた事業主のうち、女性の活躍推進に関する取
組の実施の状況が特に優良な事業主を認定する「プラチナえるぼし」認定ができました。

➡ 詳しくは認定パンフレットをご覧ください！

▶▶ 認定取得のメリット

▶▶ 認定の段階

※「プラチナえるぼし」認定の施行は2020年（令和２年）６月１日からです。
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ご静聴ありがとうございました。


